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主な取組実績と今後の予定 

１．主な取組実績 

 

〇 令和２年４月～９月 広報紙に啓発記事「ごみ減量大作戦」を連載 

 

 

 
「広報ほっと京たなべ ７月１日号」 

資料－４ 



2 

 

 
「広報ほっと京たなべ ８月１日号」 

 

 

 
「広報ほっと京たなべ ９月１日号」 
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〇 令和３年１月１３日 災害廃棄物等の処理に関する基本協定を締結 

（大栄環境株式会社） 

大規模災害時には、市単独では処理しきれない大量の災害廃棄物の発生が見込

まれることから、熊本地震をはじめ、全国各地の被災地で災害廃棄物の処理実績

のある大栄環境株式会社と「災害廃棄物等の処理に関する基本協定」を締結しま

した。 

 

 
 

〇 令和３年３月２２日 使用済小型家電の宅配便回収に関する連携協定を締結 

（リネットジャパンリサイクル株式会社） 

宅配便を活用して使用済小型家電を回収する国内唯一の認定事業者であるリネ

ットジャパンリサイクル株式会社と協定を締結しました。「パソコン・小型家電の

宅配便リサイクル」を実施することで、市民サービスの向上やごみの減量などの

効果が期待できます。 
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〇 令和３年４月１日 フードバンク京田辺との連携 

食品ロスの削減等を推進するため、フードバンク京田辺及びエコパークかんな

びと共同で、エコパークかんなび常設展示場及びキララ店において、フードドラ

イブを展開しています。 

 

 
 

 

 

〇 令和３年７月１日 資源物等の持ち去り禁止規定（改正条例）の施行 

 京田辺市廃棄物の減量及び適正処理の促進等に関する条例 

 京田辺市廃棄物の減量及び適正処理の促進等に関する条例施行規則 

 

 ごみの置き場に排出された資源物等を無断で持ち去る行為が頻発している状況

を受け、これらの行為に対する規制を強化し、ごみの減量やリサイクルの推進、

さらには、住宅地内等での危険運転の防止などの生活環境を保全することを目的

に「京田辺市廃棄物の減量及び適正処理の促進等に関する条例」を改正、令和３

年７月１日より施行しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真：早朝パトロールの様子 
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〇 令和３年９月１日（予定） 市公式 LINE を利用したサービスの開始 

 市公式 LINE において、「ごみの分別案内」、「収集日通知」のサービスを開始し

ます。市公式 LINE や Facebook、Twitter などのＳＮＳを活用した情報発信や啓発

活動を進めます。 

 

 

 

 

 

（参考）イメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．今後の予定 

 

〇 令和４年度以降 「京田辺市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画」の改訂 

 

（１）ごみ減量化施策の取組実績の検証 

 

（２）ごみ量推計と目標設定 

 

（３）更なるごみの減量化施策（主な検討事項） 

  〇 食品ロスの削減推進 

 

  〇 リユース品の有効利用 

 

  〇 プラスチック一括収集 など 
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紙類

繊維類

厨芥類

プラスチック類

金属類

ガラス類

その他不燃小物類

紙製容器包装類

紙パック（ｺｰﾃｨﾝｸﾞ無）

新聞紙

折り込み広告

ダンボール

その他紙類

食料品類

木、竹、わら類

ペットボトル プラスチック容器包装

レジ袋

白色発泡トレイ

柄入り発泡トレイ

その他ごみ袋として利用されたプラスチック類

缶類（飲料、食料、調味料等）

その他金属類

びん類（飲料、食料、調味料等）

リサイクル可能

リサイクル不可能

リサイクル可能

リサイクル不可能

リサイクル可能

リサイクル不可能

リサイクル可能

リサイクル不可能

書籍・雑誌類

カタログ・パンフレット

シュレッダーくず

リサイクル可能
リサイクル不可能

リサイクル可能

子供用紙おむつ

大人用紙おむつ

シート状紙おむつ（ﾍﾟｯﾄ用等）

その他紙類リサイクル不可能(ﾃｨｯｼｭ等）

リサイクル可能(ﾘﾕｰｽ可能含む）

リサイクル不可能（はぎれ等）
手付かずの食料品調理くず

過剰除去
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剪定枝
木、竹、わら類
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リサイクル不可能

リサイクル可能

リサイクル不可能

何も入れずに捨てられたレジ袋

ごみ捨て用内袋として使用したレジ袋

汚れのひどい物

ごみ排出容器に用いたレジ袋

リサイクル可能

リサイクル不可能

リサイクル可能

リサイクル不可能

発泡緩衝材、トロ箱等

その他のプラスチック類（容器包装以外）

使い捨てライター

ごみ袋

その他ごみ袋

ゴム・皮革類

アルミ缶
スチール缶

小型金属類
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その他ガラス類
乾電池

小型家電

その他不燃小物類

その他（可燃系・不燃系）ﾀﾊﾞｺの吸い殻、犬糞、猫砂等

参考．平成３０年度ごみ組成調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ごみ中に排出されているが微量で割合が算定できない物は 0.00 と表記している。 

※流出水分等は厨芥類（食べ残し）に含めた。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（注 1）【食品ロス】 

＝食べ残し(10.04%)＋過剰除去(0.54%)＋手付かずの食料品(8.42%)＝19.00％ 

（注 2）【紙おむつ】 

＝子供用紙おむつ(7.33%)＋大人用紙おむつ(0.45%)＝7.78％ 

（注 3）【従来からの古紙類（リサイクル可能）】 

＝紙パック（ｺｰﾃｨﾝｸﾞ無）(0.56%)＋新聞紙(0.63%)＋折り込み広告(0.49%)＋書籍・雑誌(1.17%) 

  ＋ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ(0.90%)＝3.75％ 

（注 4）【雑がみ】 

＝紙製容器包装類ﾘｻｲｸﾙ可能(3.35%)＋ｶﾀﾛｸﾞ・ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ(1.80%)＋その他紙類ﾘｻｲｸﾙ可能(2.65%)＝7.80％ 

（注 5）【リサイクル可能なプラスチック容器包装】 

＝ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ容器包装(6.45%)＋何も入れずに捨てられたﾚｼﾞ袋(0.21%)+ごみ捨て用内袋として使用した 

 ﾚｼﾞ袋（0.97%)＋白色発泡ﾄﾚｲ(0.09%)＋柄入り発泡ﾄﾚｲ(0.11%)＋発泡緩衝材､ﾄﾛ箱等(0.03%)＝7.86％  

（注 6）【リサイクル不可能なプラスチック容器包装】 

＝ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ容器包装(2.26%)＋汚れのひどい物(0.27%)＋ごみ排出容器に用いたﾚｼﾞ袋(0.06％)＝2.59％ 

（注 7）【リサイクル可能な紙類】 

＝（注 3）【従来からの古紙類】(3.75%)＋（注 4）【雑がみ】(7.80%)＝11.55％ 
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手付かずの食料品 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

過剰除去 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他のプラスチック類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：「平成 30年度京田辺市ごみ組成調査報告書」（平成 31年 3月）を一部加筆 

 


